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第１３回目黒区教育委員会定例会会議録 

開催年月日  令和７年４月１５日 

開催場所   教育委員会室 

出席委員       教育委員会教育長        関 根 義 孝 

教育委員会教育長職務代行者   片 山   覚 

教育委員会委員         若井田 正 文 

教育委員会委員         松 村 眞理子 

教育委員会委員         髙 橋 智佳子 

 

出席職員       教育次長            高 橋 直 人 

教育政策課長          藤 原 康 宏 

学校運営課長          田 中 哉 子 

学校ＩＣＴ課長         西 原 昌 典 

学校施設計画課長        鈴 木 隆 介 

教育指導課長          斎 藤 圭 祐 

教育支援課長          末 木 顕 子 

統括指導主事          佐 藤 泰 之 

統括指導主事          久 野   歩 

生涯学習課長          斎 藤 洋 介 

八雲中央図書館長        坂 本 祐 樹 

 

書記                         川 島   健 

                           松 園 拓 人 
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（議事日程） 

日程第１  議案第３３号 目黒区教育支援委員会委員の委嘱及び任命につ

いて 

日程第２  報告事項   春季休業明けの幼児・児童・生徒の欠席状況に

ついて 

日程第３  報告事項   令和６・７年度青少年委員の欠員補充に係る委

嘱について 

日程第４  報告事項   教育委員会名義の使用承認状況について 
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（午前９時３０分開会） 

 

○教育長    令和７年第１３回目黒区教育委員会定例会を開会します。本

日の欠席委員、欠席職員はいません。署名委員は若井田委員で

す。 

        それでは、日程第１を議題とします。 

 

（日程第１   議案第３３号 目黒区教育支援委員会委員の委嘱及び任命に

ついて） 

 

○教育支援課長 （資料により説明） 

○教育長    この件についてご質問等はありますか。 

        特にないようですので、採決を行います。 

        本案に賛成の委員は挙手を願います。 

 

        （全員挙手） 

 

○教育長    全員賛成ですので、議案第３３号は原案どおり可決します。 

        次に、日程第２を議題とします。 

 

（日程第２   春季休業明けの幼児・児童・生徒の欠席状況について（報告

事項）） 

 

○統括指導主事 （資料により説明） 

○教育長    この件についてご質問等はありますか。 

○委員     前年度３０日以上登校しなかった児童・生徒で、かつ調査基

準日にも欠席した児童・生徒の在籍人数に対する割合は、小学

校は０．４％、中学校では２．６％ということでしたが、高学

年ほど数値が高くなる傾向なのでしょうか。 

○統括指導主事 学年が上がるほど高くなる傾向です。 

○委員     前年度３０日以上登校しなかった児童・生徒で、かつ調査基

準日にも欠席した児童・生徒の人数及び在籍人数に対する割合

は資料に書かれていますが、前年度３０日以上登校しなかった

児童・生徒に対する割合は把握されていますでしょうか。 

○統括指導主事 昨年度に不登校の児童・生徒のうち、調査基準日にも欠席し

た児童・生徒の割合については、数値を持ち合わせていないた
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め、次回回答できるように準備します。 

○教育長    その他ご質問等はありますか。 

        特にないようですので、この報告を受けました。 

        次に、日程第３を議題とします。 

 

（日程第３   令和６・７年度青少年委員の欠員補充に係る委嘱について

（報告事項）） 

 

○生涯学習課長 （資料により説明） 

○教育長    この件についてご質問等はありますか。 

        特にないようですので、この報告を受けました。 

        次に、日程第４を議題とします。 

 

（日程第４   教育委員会名義の使用承認状況について（報告事項）） 

 

○教育指導課長 （資料により説明） 

○生涯学習課長 （資料により説明） 

○教育長    この件についてご質問等はありますか。 

○委員     承認理由と承認基準の違いを教えてください。 

○生涯学習課長 名義の審査基準は３点あります。１つ目は、どんな団体から

の申請なのかという主催者についての承認基準です。２つ目は、

公的に教育委員会として共催または後援等の名義を承認するも

のになるため、例えば過度に政治的なものでないかどうかとい

った、事業内容についての承認基準です。最後に３つ目は、開

催場所や金額等についてのその他の基準です。 

        また、承認理由についてですが、生涯学習課では主に子ども

たちや青少年の健全育成や生涯にわたる教育、今後の生涯学習

に寄与するためといった幅広い理由から承認しています。 

○教育長    その他ご質問等はありますか。 

        特にないようですので、この報告を受けました。 

         

○教育長    その他なにかありますか。 

○学校施設計画課長 一昨日に中学校で発生した停電について、昨日、委員の

皆様には既に連絡をしたところですが、経緯を改めて報告しま

す。 

        ４月１３日午後９時ごろ、全館で停電が発生し、１４日午前
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８時ごろ、学校から教育委員会事務局に一報がありました。そ

の後、学校運営が困難ということで臨時休業とし、生徒には帰

宅してもらいました。 

        その後、直ちに資産経営部施設管理課に現地の確認を依頼し、

高圧ケーブルに不具合があるということが１１時ごろに判明し

ました。その後午後２時ごろ、１５日に復旧工事が可能という

ことが分かったため、午後４時ごろ、ホーム・アンド・スクー

ルにより、復旧工事を行うため１５日も引き続き臨時休校とす

る旨を学校から保護者へ連絡しました。 

        委託している電気主任技術者が現地調査を行ったところ、停

電の原因は、東京電力から学校へのキュービクルと言われる受

変電設備につながるケーブルにおける何らかの不具合であるこ

とが分かりました。このケーブルは建物の中央部分まで地中に

配線していますが、一部に水がたまっている状況が確認できた

ことから、そこで不具合が発生しているものと考え、原因と思

われるケーブルの交換工事を行っております。 

        今後、工事が完了して電源が復旧しましたら、１６日から学

校の運営が再開できると見込んでいます。ただし、給食に関し

ては、電源復旧後に設備、器具等の点検や動作確認などを行う

必要があるため、１６日は給食なしの午前中のみとし、１７日

から通常の運営が再開できると見込んでいます。 

○教育長    この件についてご質問等はありますか。 

○委員     ２点お聞きします。まず１点目は昨日、本日と休校にした理

由についてです。今の時期はエアコンがなくても過ごせますし、

室内は暗くはなりますが、できる限り授業は継続したほうが良

いと思います。工事により何か授業に支障があったり危険があ

ったりするのでしょうか。また２点目は、配管に水がたまった

ことによりケーブルに不具合が発生したため停電が起きたとい

うことですが、こういったことは他の学校でも起こりうるので

しょうか。 

○教育指導課長 まず、臨時休業とした理由についてです。電気が通っていな

い場合、例えばトイレが使えなかったり、火災報知器も鳴らな

い状況になります。そうした中で、生徒の学校生活や安全面を

考慮して臨時休業にすると判断しました。 

○学校施設計画課長 次に２点目については、既存ケーブルの劣化状況を調査

し、今回の件が固有の事象なのか、それとも他でも起こり得る
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事象なのかを確認していきたいと考えています。 

 

○教育長    その他なにかありますか。 

        特にないようですので、以上で本日の定例会を閉会します。 

 

（午前９時５４分閉会） 

 

 


